
こども家庭福祉分野で働くソーシャルワーカーの専門性向上を目的とした認定資格

こども家庭ソーシャルワーカー

公式サイト
https://jswc.or.jp

資格創設の背景と歩み
　児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等
を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行うため、2022 年６月に児童福祉法が改正
されました。その一つとして、こども家庭福祉の実務経験者の専門性の向上を目的に、こども家庭ソーシャルワー
カー認定資格が創設され、2024 年度に初めての認定研修が行われ、第１回資格認定試験が実施されました。こ
の認定資格は、社会福祉士等の有資格者や福祉の現場で働いている方々が研修と試験を経て取得できるものです。

一般財団法人　日本ソーシャルワークセンター（JSWC）

　一般財団法人　日本ソーシャルワークセンターは、2023 年 12月 26日付で「こども家庭ソーシャルワーカーの知識
及び技術についての審査・証明事業」を行う法人として、こども家庭庁長官より認定されました。
　こども家庭福祉に関わる皆様の専門性の向上及び資格の周知、活用の推進等を通じて、こどもたちの命と人権を守り、
児童虐待がゼロになる社会をめざします。

開局時間　
月～金　10:00-17:00
（土日祝日等を除く）　

〒104-0045　　
東京都中央区築地 4-12-2 シグネットビル 7階　　
　TEL　03-6712-1313
　E-mail　secretariat@jswc.or.jp URL　https://jswc.or.jp

研修カリキュラム04

　研修の申し込みは、研修管理システム（マナブル）を通して、研修実施機関に行います。当センターの
認定を受けた研修の一覧は、下記サイトをご確認ください。
　研修の詳細（日程・開催方法・料金など）につきましては、各研修実施機関へお問い合わせください。

【日本ソーシャルワークセンター＞研修について】
https://jswc.or.jp/training　

※ 有資格者ルート②（第 2号）のうち、社会福祉士養成課程において「児童・家庭福祉」に該当する科目
を履修した者については、「追加研修」の講義部分 9時間を免除することができる。

※ こども家庭福祉実務経験ルート（第 3号）では、ソーシャルワーク研修（6科目）のうち「ソーシャルワー
ク の基盤と専門職」「ソーシャルワーク演習Ⅰ」「見学実習」を免除することができる。

資格登録までの流れ

研修と研修科目
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　こども家庭ソーシャルワーカーは、こどもを真ん中にこどもたちの権利を尊重し、こどもと家族を支え、
すべてのこどもが将来にわたってその人らしく幸福な生活を送ることができる社会の実現をめざし、さまざ
まな場所で活動を始めています。児童相談所の児童福祉司や、市区町村こども家庭センターの統括支援員な
どの任用要件の一つとしても位置付けられています。

こども家庭ソーシャルワーカーの専門性の柱

こども家庭福祉を担う
ソーシャルワークの専門職としての

姿勢を培い維持すること

こどもの発達と養育環境等の
こどもを取り巻く環境を

理解すること　

こどもや家庭への
支援の方法を理解・実践

できること
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当センターの役割と資格取得の流れ02

　当センターは、こども家庭ソーシャルワーカー認定資格に関して、審査・証明事業を行うものとしてこど
も家庭庁から認定を受け、①研修受講希望者の受講要件確認審査、②研修を実施しようとする研修実施機関
の適格性の審査、③資格認定試験の実施、④合格者のこども家庭ソーシャルワーカー認定資格登録などを行っ
ています。
　こども家庭ソーシャルワーカー認定資格は、当センターが行う受講要件確認をしたうえで、研修実施機関
が実施する研修を受講し修了した後、当センターが実施する資格認定試験を経て、合格者が資格登録するこ
とで取得できます。資格認定試験は年 1回実施され、これまで 1,322 名が合格しています。
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研修ルートと受験資格03

　資格取得のルートは、第１号から第４号までの 4 つです。各ルートによって、所持している資格、児童
福祉に係る相談援助実務経験、施設・機関種別や職種、経験年数等が定められており、受講要件確認審査
を申請する時点でいずれかのルートの要件を満たす必要があります。
　各ルートで定められた研修を修了した後、資格認定試験に合格し、資格登録を経て、こども家庭ソーシャ
ルワーカー認定資格を取得できます。

資格取得までの流れ

　⇒詳細は、当センターサイト内＞資格ガイド＞資格ガイドトップのフローチャートからご確認ください。

日本ソーシャルワークセンター

　こども家庭ソーシャルワーカー認定資格に関する
最新情報や決定事項を随時更新し、サイト内「お知
らせ」欄にてご案内します。

https://www.jswc.or.jp

児童相談所や市区町村（こども家庭センター）等に勤務する職員は
「こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業」
が利用できます。

・対象となる経費：研修受講料、受
講のための旅費など。
・補助金額は保有資格や実務経験な
どによって異なる見込みです。
・この他、資格取得者を職員に配置
する際の賃金引上げ、加算（手当）
なども予算化されています。

本事業の実施状況についてのお問い合わせ：
自治体（都道府県・指定都市等）こども家庭
福祉主管課へ

この事業の詳細は以下のURL か
らご確認ください。
（こども家庭庁からの事務連絡）

【受講要件確認審査】
　こども家庭ソーシャルワーカー認定資格取得希望者は、研修管理シス
テム（マナブル）を通して、当センターに申請書類一式を提出（アップロー
ド）します。マナブルの新規登録方法などの詳細は、当センターのサイ
ト内にある「資格ガイド」をご確認ください。

【研修管理システム（マナブル）入口】
https://jswc.manaable.com/login

こども家庭ソーシャルワーカー認定資格取得希望者

　受講申込
研修受講料

②研修受講

研修実施 
修了証発行 

研修実施機関
学校・団体など

①受講要件確認

確認申請
確認手数料 

受講認定
CFSW番号発行※

受験申込
受験手数料 

③資格認定試験

試験実施
合格通知

登録申請
登録手数料 

④資格登録

登録証発行

研修認定・試験・資格登録機関
日本ソーシャルワークセンター

所轄庁
こども家庭庁

研修認定

認定申請

認定

申請

※CFSW番号：資格取得のために当センターに登録し研修の受講要件を確認・認定されると発行される番号で、研修の受講から受験、資格登録までこの番号にて一貫して管理します。
※手数料　①受講要件確認手数料：22,000 円　②研修受講料（研修実施機関に確認）　③受験手数料：27,500 円　④資格登録料：11,000 円（いずれも消費税込み）　　　　　　　　　　　　　　　

こども家庭福祉
実務経験者ルート
【第3号】

保育所等
保育士ルート
【第4号】

保育士

指定研修　100.5 時間

資格認定試験

こども家庭ソーシャルワーカー資格登録

社会福祉士・精神保健福祉士
有資格者ルート
【第1号】

社会福祉士 または
精神保健福祉士

指定施設において主として
児童福祉に係る
相談援助業務を
２年以上

＋

社会福祉士・精神保健福祉士
有資格者ルート
【第2号】

社会福祉士 または
精神保健福祉士

指定施設において児童福祉に係る
相談援助業務を含む相談援助業務を

２年以上

社会福祉養成課程で
「児童・家庭福祉」
に該当する科目を履修 追加研修

24時間以上

追加研修
15時間以上

＋

＋

4年以上

指定施設において
主として 児童福祉 に係る
相談援助業務を

ソーシャルワーク研修
97.5 時間以上

4 年以上

 児童福祉 に係る
相談援助  を含む業務を

ソーシャルワーク研修
165時間以上

保育所、幼保連携型認定こども園
その他これらに準ずる施設において

＋


